
強制失踪委員会の総括所見（CED/C/JPN/CO/1）に対する日本政府コメント 

 

１．日本は、２０１８年１１月５日及び６日に開催された強制失踪委員会第

２５７回及び第２５８回会合における第１回我が国政府報告審査を受け、２

０１８年１１月１４日に開催された同委員会第２７１回会合において採択さ

れた同委員会の総括所見(CED/C/JPN/CO/1)につき、パラ１２（強制失踪の禁

止）、１４（強制失踪犯罪）及び３２（基本的な法的予防措置）に含まれる

勧告の履行に関する情報を１年以内に提供するよう求める同委員会の要請に

応じ、以下のとおり情報を提供する。 

 

パラ１２：委員会は、締約国が本条約第１条２に沿って国内法に強制失踪の絶

対的禁止を組み込むために必要な立法措置を講じるよう勧告する。 

 

２．我が国の憲法第３１条は、何人も法律の定める手続によらなければその生

命若しくは自由を奪われることはない旨規定している。さらに、憲法第３３条

は、逮捕について、権限を有する司法官憲が発し、かつ理由となっている犯罪

を明示する令状によらなければならない旨規定している。憲法第３４条は、何

人も理由を直ちに告げられ、かつ直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなけ

れば抑留又は拘禁されない旨規定しており、自由をはく奪されることになる者

が法律の保護外に置かれることがないことを保障している。そして、我が国刑

法は、不法に人を逮捕・監禁した行為やそのような行為を隠ぺいする行為、失

踪者の消息・所在を隠ぺいする行為を罰することとしている。 

 

３．加えて、我が国では、「戦争状態、戦争の脅威、内政の不安定その他公の

緊急事態」を理由として、刑法上の責任を免除したり、刑事訴訟法の適用外と

するような制度はない。 

 

４．したがって、御指摘のような立法措置が必要であるとは考えていない。 

 

パラ１４：委員会は、締約国が可能な限り早く、強制失踪を本条約第２条に含

まれる定義に従った自律犯罪として、また、本条約第５条に規定される基準に

従った人道に対する犯罪として国内法に組み込むことを確保するために必要な

立法措置をとるよう勧告する。 

 



５．我が国では、強制失踪行為のうち自由をはく奪する行為については、刑法

第２２０条（逮捕及び監禁）、第２２４条～第２２８条（略取、誘拐及び人身

売買の罪）など、自由のはく奪の隠ぺい行為については、刑法第１０３条（犯

人蔵匿等）及び第１０４条（証拠隠滅等）などによって、国の許可、支援又は

黙認を得ているか否かにかかわらず処罰されるところ、本条約第２条が定める

３つのすべての構成要素からなる強制失踪の処罰は担保されており、これを新

たに「自律犯罪（autonomous crime）」として定義することは検討していな

い。 

 

６．また、我が国の刑法を含む刑事実体法においては、「人道に対する犯罪」

というカテゴリーは設けられておらず、「人道に対する犯罪」が固有の犯罪と

しては規定されていないが、組織的に強制失踪を行った者は、組織犯罪処罰

法第３条第１項第８号、刑法第２２０条（組織的逮捕監禁罪）などにより処

罰されるとともに、強制失踪の広範又は組織的な実施は、刑の加重の根拠と

なり得る上（同法第４７条）、悪質な態様として量刑上不利に斟酌されること

となるなど、犯罪の重大性に応じた適切な取扱いが可能とされており、強制

失踪の広範又は組織的な実施を「人道に対する犯罪」という固有の犯罪とし

て別途国内法上に組み込む必要はない。 

 

パラ３２：委員会は、締約国が以下を保障するよう勧告する。 

（a）自由を剥奪された全ての場所において、自由を剥奪された全ての者が自

由を剥奪されたその時点から弁護士にアクセスでき、また、親族、弁護人又は

自己が選択した者、及びその者が外国人である場合は自国の領事当局との遅滞

ない連絡及び面会。 

 

７．刑事訴訟法第３９条（「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁

護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人になろうとする

者（弁護士でない者にあつては、第３１条第２項の許可があつた後に限る。）

と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができ

る。」）は弁護人との接見交通権を、同法第８０条は弁護人以外の者（親族

等）と接見できる旨をそれぞれ規定している。領事当局との連絡については、

外国人が逮捕、留置、勾留、他の事由により拘禁された場合、領事関係に関す

るウィーン条約等に基づき、遅滞なく領事当局に対する通報がなされており、

領事官は当該外国人と面談、文通することなどができる。 

 



８．刑事施設、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院に収容された被収容者につ

いては、刑事訴訟法その他の関係法令の規定に基づき、家族、弁護人等との面

会、信書の発受等を行うことができる。また、これらの者が外国人である場合

には、領事関係に関するウィーン条約等の規定に基づき、当該者の国の領事当

局と連絡を取ることが保障されている。 

 

９．入管法違反等で出入国在留管理庁が管理・運営する収容施設（外国人の

み収容）に収容される者については、弁護士、医師及び家族等へ外部交通

（電話、面会、手紙の受発信）を行うことができ、また、領事当局に対する

通報についても、領事関係に関するウィーン条約等に基づき適正に対応して

いる。 

 

１０．留置施設に留置された被留置者については、刑事訴訟法その他の関係

法令に基づき、親族、弁護人等との面会、信書の発受等を行うことができ

る。また、被留置者が外国人である場合には、領事関係に関するウィーン条

約等の規定に基づき、遅滞なく領事当局に通報しているほか、当該国の領事

官は、その者と面談、文通等をすることができる。 

 

１１．精神科病院へ入院中の者は、外国人も含め、精神保健福祉法第３６条第

２項の規定に基づき厚生労働大臣が定める行動の制限及び同法第３７条第１項

の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準又は医療観察法第９２条第２項の規

定に基づき厚生労働大臣が定める行動の制限及び同法第９３条第１項の規定に

基づき厚生労働大臣が定める処遇の基準に基づき、通信・面会は基本的には自

由である。病状の悪化を招くおそれがある場合等の医療又は保護のための合理

的な理由がある場合に、合理的な方法及び範囲における制限がされることはあ

るが、その場合でも、都道府県及び法務局、地方法務局その他の人権擁護に関

する行政機関の職員、本人の代理人である弁護士との通信・面会の制限は認め

られない。 

 

１２．精神保健福祉法においては、同法第３８条の４に基づき、精神科病院へ

入院中の者又はその家族等は、都道府県知事に対し、当該入院中の者について

の処遇改善を求めることができる。都道府県知事は、処遇改善請求を受けた場

合、精神医療審査会（一定の精神科実務経験を有し、精神障害者の人権に関す

る法令等に関する研修を修了した医師のうちから、指定医の職務を行うのに必

要な知識及び技能を有すると認められる者について厚生労働大臣が指定した精

神保健指定医や、法律に関する学識経験者などにより構成する、都道府県に設



置された第三者機関）に審査を求めなければならない。 

 

１３．精神医療審査会は、審査をするに当たって、請求者及び審査に係る入院

中の者が入院している精神科病院の管理者に意見を聴かなければならず、ま

た、精神医療審査会が必要と認めるときは、審査に係る入院中の者を委員が診

察したり、当該審査に係る精神科病院の管理者等に対し報告を求めたり、診療

録等の提出を命じたりすること等ができる（精神保健福祉法第３８条の５第３

項、同条第４項）。 

 

１４．医療観察法においても、精神保健福祉法と同様の仕組みがあり、医療観

察法第９５条に基づき、指定入院医療機関へ入院中の者又はその保護者は、厚

生労働大臣に対し、当該入院中の者についての処遇改善を求めることができ

る。厚生労働大臣は、処遇改善請求を受けた場合、社会保障審議会（厚生労働

大臣の諮問機関。なお、実際の審査は、当該審議会の下に設置される、精神保

健指定医や法律に関する学識経験者などにより構成する、医療観察法部会が行

う。）に審査を求めなければならない。 

 

１５．社会保障審議会は、審査をするにあたって、請求者及び審査に係る入院

中の者が入院している指定入院医療機関の管理者に意見を聴かなければなら

ず、また、社会保障審議会が必要と認めるときは、社会保障審議会が指名する

精神保健指定医による審査に係る入院中の者の診察や当該審査に係る指定入院

医療機関の管理者等に対し報告を求めたり、診療録等の提出を命じたりするこ

と等ができる（医療観察法第９６条第３項、同条第４項）。 

 

１６．以上より、勧告内容の保障は既に十分にされている。 

 

パラ３２：委員会は、締約国が以下を保障するよう勧告する。 

（b）人員の選定のための客観的な基準の確立を含め、自由が剥奪された場所

を訪問するためのメカニズムの独立性、自由が剥奪された全ての場所への無制

限のアクセス、及び本条約についての訓練の提供。 

 

１７．刑事施設視察委員会は、広く、一般の部外者の意見を聴き、究極的には

国民の意識も踏まえた刑事施設の適正な運営の実現に資することを目的とす

る。 

 



１８．委員会の委員は、「人格識見が高く、かつ、刑事施設の運営の改善向上

に熱意を有する者」のうちから法務大臣が任命することとされ（刑事収容施設

法８条２項）、基準は明示されている。 

 

１９．また、委員会の実際の活動に当たっても、刑事施設の長に対して意見を

述べるために必要な情報を収集することができるような制度上の担保がある。

すなわち、刑事施設の長は、刑事施設の運営状況について、定期的に、又は必

要に応じて、委員会に対して情報を提供しなければならないものとされている

（同法９条１項）ほか、委員会には、刑事施設を視察する権限が認められてい

る（同条２項前段）。視察をする場合において、必要があると認めるときは、

刑事施設の長に対し、被収容者との面接の実施につき協力を求める権限が認め

られており（同条２項後段）、刑事施設の長は、その視察・面接について必要

な協力をしなければならない（同条３項）。 

 

２０．このように、委員会は、その委員の任命手続や必要な権限の付与によっ

て、収容施設からの独立性が保障されている。なお、委員会に対して、本条約

についての訓練は実施していないものの、その職務の概要や刑事施設の協力な

どを定めたハンドブックを提供し、その活動の便宜を図っている。 

 

２１．少年院視察委員会及び少年鑑別所視察委員会及び入国者収容所等視察

委員会についても同様である。 

 

２２．留置施設視察委員会は、留置施設の運用状況について透明性を高め、被

留置者の適正な処遇を確保するため、部外の第三者から成る機関として設置さ

れたものであり、留置施設運営の改善向上のため、留置施設を視察し、その運

営に関し、留置業務管理者に意見を述べることとされている。また、その委員

は、人格識見が高く、かつ、留置施設の運営の改善向上に熱意を有する者のう

ちから、警察を管理する機関である公安委員会が任命することとされている。 

 

２３．留置業務管理者は、留置施設の管理運営について、定期的に又は必要に

応じて、留置施設視察委員会に対し、情報を提供するものとされている。ま

た、留置施設視察委員会は、留置施設の視察や被留置者との面接の実施につい

て留置業務管理者に協力を求めることができ、これらに対し、留置業務管理者

は必要な協力をしなければならないこととされている。 

 

２４．以上のように、日本は、本条約の趣旨に則り、強制失踪の防止及び処



罰の確保に向け、国際社会と協調しつつ、引き続き真剣に取り組んでいく。 

 

 


